


5．表彰の決定

　（1）審査方法

　　　キャリア教育推進連携表彰への応募があった取組について、3．で設置する審査

　　委員会が審査し、決定する。

　（2）審査基準

　　　キャリア教育推進のための教育関係者と地域・社会や産業界の関係者との連携・

　　協働の在り方が、キャリア教育の普及・啓発に寄与するものであること。

6．表彰の方法

　　表彰は、表彰状を授与してこれを行う。

7．その他

　　募集要項等の詳細は、別途定める。

（附則）

1　本要領の施行開始時期

　　本要領は平成25年8．月19日より施行する。


